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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 
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国保年金課長 森﨑孝弘  

 

１．出席した議会事務局職員 

事務局長 牛渡長子  同局書記 織田裕太 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第７３号 令和２年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所管分 

議案第７５号 令和２年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第７４号 令和２年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
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（午前１０時 開会） 

○森西正委員長 ただいまから民生常任

委員会を開会します。理事者から挨拶を受

けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。昨日の

本会議に引き続きまして、民生常任委員会

をお持ちいただきまして大変ありがとう

ございます。またご苦労さまでございます。 

 本日は本会議で当委員会に付託されま

した案件についてご審査いただきますが、

何とぞ慎重審査の上、よろしくお願い申し

上げます。一旦退席させていただきます。 

○森西正委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、増永委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付いたしております案のとおり行うこと

に異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第７３号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 香川委員。 

○香川良平委員 おはようございます。そ

れでは質問させていただきます。 

 市立みきの路空調給湯設備等改修工事

についてお聞きしたいと思うのですけれ

ども、これは令和３年度に債務負担行為を

設定されていまして、次年度にまたがる事

業なのかなと認識しております。 

 これは改めてですが、この事業の内容に

ついてお伺いしたいなと思います。お願い

いたします。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 香川委員のご質問

にお答えします。 

 みきの路につきましては、平成１４年の

開所以来１８年、大きな修繕を施しており

ません。２４時間常時稼働の施設というこ

ともあり、特に空調整備、それから給湯設

備につきまして老朽化が激しく、運転に支

障を生じ、毎年修繕を重ねている状態でご

ざいます。 

 そのため入所者の安全と健康面、衛生面

に大きな影響を与える前に、両設備の更新

を図るものでございます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 この空調自体を全て取

り替えるという認識なんですけど、台数で

あったりとか、そういう部分を教えていた

だきたいのですけれども。お願いします。 

○森西正委員長 答弁できますか。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５分 休憩） 

（午前１０時８分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 野村部長。 

○野村保健福祉部長 お答えします。 

 今回のみきの路の空調設備の改修につ

きましては、基本的にみきの路の建物全体

の空調設備ということで、建物３階建ての

それぞれのフロア各居室部分の空調設備

の改修という形で考えています。 

 以上です。 

○森西正委員長 香川委員。 

○香川良平委員 ありがとうございます、

承知いたしました。 

 もう１点お尋ねしたいと思うのですが、
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補正予算書で市債発行の部分が２，０８０

万円でして、歳出のほうが２，６００万円

ということで、５２０万円は一般財源から

賄うということなんですけど、これは何で

こうなるのかなというのがちょっと分か

らなくて、教えていただきたいのですけど、

全てを借金で賄ったほうが何か分かりや

すいのかなという認識なんですけど、この

割合というのはどういう根拠なのかなと

いうのを知りたくて、ちょっと教えてくだ

さい。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 工事費用に対して

８０％が起債を充てることができるとい

うように聞いておりますので、その割合で

起債を発行されておるものと認識してお

ります。 

 以上でございます。 

○香川良平委員 分かりました。 

○森西正委員長 よろしいですか。ほかに。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 私のほうからは１点だ

け、今の確認も含めて。 

 市立みきの路空調給湯設備等の改修工

事でございますが、改めてこの補正予算で

上げてきた理由といいますか、何か変更点

があったのかないのかというところをお

答えいただけますでしょうか、お願いしま

す。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 光好委員のご質問

にお答えいたします。 

 今回の工事につきましては、工期を３か

月程度と見込んでおります。その間、３か

月につきましては空調機の使用ができな

くなります。そのため入所者に影響の少な

い気候である３月から５月の３か月間を

充てたいと考えております。 

 ３月につきましては令和２年度の予算

執行になります。そのため３分の１に当た

ります金額につきまして、補正予算に計上

させていただいております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 分かりました、ありがと

うございます。 

 それで先ほど部長のほうからご答弁が

ありましたけど、各階全部をやられるとい

うことなんです。そのときの入所者とか職

員への影響とか、そういうのはないのかあ

るのか、ちょっとお伺いします。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 今回の工事につき

ましては、入所者への負担をなるべく少な

くするということで検討いたしました結

果、入所者の転居等を伴わない、転出も伴

わない状態で、毎日現状復旧をした上で施

工するということで、再度設定し直したも

のでございます。そのため入所者への影響

はほぼないものと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 分かりました、ありがと

うございます。 

 入居されながらやるということで、いろ

いろ区画の割り振りといいますか、安全の

配慮等々があるかと思いますけど、ぜひ安

全に努めていただきますように、よろしく

お願いします。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございませんか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 今回、新型コロナウイル

ス感染症対策ということで、障害者福祉サ

ービス事業所への支援策というのが盛り

込まれて、補正予算が出ているんですけれ
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ども、ちょっとこの内容について改めてお

聞きしたいのと、あと給付の仕方ですが、

どのような形で提供されるのか、教えてい

ただきたいと思います。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 福住委員のご質問

にお答えいたします。 

 今回の支援金につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により、特に大き

な影響を受けている就労継続支援Ａ型、就

労継続支援Ｂ型、生活介護の障害福祉サー

ビスを提供する事業所に対して、利用定員

に応じた支援金を交付するものでござい

ます。 

 対象となる事業所につきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響によりまし

て、経済活動が縮小し、受注機会が減少し

ておりますし、受注数も減少しております。

それにより生産活動収入が減少しておる

状態でございます。 

 また利用者の通所によりサービスを提

供する形態のため、緊急事態宣言期間中や、

その後のサービス利用の自粛ということ

もあり、サービス提供量に応じて支払われ

る給付費も特に大きな影響を受けている

状態でございます。 

 そのため当該事業所に対し支援金を交

付することで事業所の運営を支援し、生産

活動の継続及び障害者の就労や、活動の場

の確保をすることを目的としております。 

 交付の方法につきましては、事業所から

の申請に基づきまして、事業所ごとに交付

することを考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 申請があってからとい

うことでよろしいのですね、分かりました。 

 この範囲が一人という人数での計算で

はなく、１事業所の枠の中で１０人単位の

計算で１０万円、２０万円、３０万円とい

うことになっているかと思いますけれど

も、最高が３０万円というところがどのぐ

らいあるのか、ちょっと教えていただきた

いと思います。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 対象として考えて

おります事業所につきましては、就労継続

支援Ａ型の事業所が３事業所、Ｂ型が６事

業所、生活介護につきましては５事業所の

うち、そのうちの生産活動をしておる事業

所ということになるわけでございますが、

そのうちで定員が１０人で１０万円の支

給となると考えております事業所が２事

業所、２０万円となると考えておりますの

が１０事業所、もう一つが３０万円になる

と考えております。その余り１か所につき

ましては、恐らく生産活動はしておられな

いのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 この新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた事業所は様々な形であるかと思

いますので、有効に使っていただくことを

期待しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

増永委員。 

○増永和起委員 みきの路の空調設備等

についての工事は今まで質問が出されて

いましたので、利用者のためにといいます

か、行われる工事だと思いますので、工事

のときからやはりちゃんと利用者の状況

をきちんと把握もしていただきながら進

めていただきたいと思います。要望にして

おきます。 
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 それで障害者の今回、新型コロナウイル

ス感染症に伴っての支援金が出されると

いうことです。これにつきまして、今福住

委員のほうからも質問がありました。 

 障害者の作業所は非常に厳しい状況に

なっているということがあるという認識

の上で、これが企画されたのだと思うんで

すけれども、障害者の作業所に限らず、障

害者の施設であるとか様々な障害者の事

業所、施設などにおいての、その新型コロ

ナウイルス感染症についての影響ですが、

全国的にはやっていけなくて閉所に追い

込まれるようなところなどもございます

が、摂津市の状況について教えていただき

たいと思います。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 増永委員のご質問

にお答えいたします。 

 障害福祉サービス事業所につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、当然ながら事業経営のほうが通常どお

りにいかない状態ということは認識して

おります。 

 今回、支援策ということで対象を絞って

させていただいたんですけれども、これら

の事業所につきましては、やはり生産活動

をしているというところで、その経済活動

の停滞による影響というのが特に大きい

というのと、通所によるサービス提供とい

うことで、やはり利用者の方が新型コロナ

ウイルス感染症に対して、ちょっと怖いと

かそういう思いの中で、通所されることを

減らしておるという状況が見受けられま

す。 

 そのためにそのサービスの提供が減っ

た分の給付費についてかなりの額、多いと

ころでは去年と比べて３割程度減少して

おる事業所もあります。そのように特に影

響の多い事業所に対して、今回支援策をつ

くらせていただいたわけでございます。 

 当然、そのほかの事業所につきましても、

影響を受けておることは間違いございま

せん。それらの事業所につきましても、今

後へ向けて何らかのことも全体を見なが

ら検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 全体的に非常に厳しい

というお話でした。 

 そしてこの作業所等に関しては、毎日何

人が利用されるかということで、補助金と

かも変わってくるという、そういう制度が

あるわけです。これは新型コロナウイルス

感染症になってできた制度ではなくて、そ

もそもの基本的な制度ということです。 

 通常でも、きょうはたくさん来た、だか

ら利用者の数がこれだけで幾ら、それでき

ょうは少なかったから幾らと。 

 でも例えばそこを借りてらっしゃった

ら家賃とか、それから職員の体制とか、そ

の日、その日によって替えられるものでは

なくて、経費はやはり同じようにかかって

くるのに、利用された人数によって変動が

あるということが、そういう事業所を運営

されていく中で、運営が安定しない理由の

一つだと思うんです。 

 今回の新型コロナウイルス感染症対策

について、１回じゃなくもっと何回もとか、

そういう思いはありますけれども、支援し

ていただくということで非常にいい制度

だと思っておりますけれども、そもそもの

運営形態、そのものの制度を変えるという

ことが一つは必要なのではないかと思う

ので、ぜひ国に対してもそういう要望を上

げていただきたいと思います。 

 それから事業所全体についても、やはり
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しっかりとした、どんな状況でも障害者の

方々が安心できるような体制を求めてい

ただきたいと思います。 

 それと今回、保育所のほうで園児である

とか、それから職員であるとか、摂津市で

も新型コロナウイルス感染症の陽性の方

が出たということがありました。 

 この作業所で利用者であるとか職員の

方であるとか、そういう方に陽性の方が出

たという場合に、どんな体制を取っていく

のか、摂津市としてはどうそれに支援をす

る形になっているのか、教えていただきた

いと思います。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 新型コロナウイル

ス感染症の感染につきまして、現在のとこ

ろ市内の障害福祉サービスを提供する事

業所につきましては、発生していないと認

識しております。 

 検査を受けたという話は何度も頂いて

おるんですけれども、幸いにして感染につ

いては発生していない状況でございます。 

 これまでも感染したときの対応につき

ましては、その都度通知する等、国・府の

情報提供をした上で、市としても情報提供

する中で、対応策について周知徹底してお

ります。 

 今後も引き続き、新たな最新の情報を提

供していきながら連携して取り組んでい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 本当に職員の方も、自分

たちの行動そのものも自粛をいろいろし

ながら、気をつけて神経を使ってやっては

るのだと思います。 

 しかし新型コロナウイルス感染症のそ

ういう陽性になるというようなことは、な

かなか防ぎ切れるというものではなくて、

本人の努力だけではなかなか難しい。 

 もし発生したときに、どのように、どこ

と連携して利用者をどう守るのかという

ようなことについても、しっかりとやはり

シミュレーションもしていただいて、手だ

てを取っておいていただきたいと思いま

すので、要望させていただきます。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、みきの路の件に

ついて１点ご質問したいと思います。 

 みきの路については毎年夏に納涼祭と

いうことでお招きいただいて、お伺いさせ

ていただいております。 

 今年はちょっと諸事情でできなかった

んですけれども、そこに集う利用者、また

保護者の方、いつも楽しそうにしていただ

いて、今後もこの施設が十分に運営してい

けますようにお願いしたいと思います。 

 それで１点だけですが、今回６，０００

万円強の予算を組まれているんですけれ

ども、過去に今の空調設備とか、それから

給湯設備の改修が行われたのかどうか、今

回が初めて大規模なのかどうか、それにつ

いてお伺いしたいと思います。 

 質問の目的としては、今後またいずれ更

新時期を迎えてきますので、計画的に建物

の、また設備の営繕がなされていこうとし

ているのかどうか、それが目的になります。 

 以上です。 

○森西正委員長 飯野課長。 

○飯野障害福祉課長 水谷委員のご質問

にお答えいたします。 

 みきの路の空調設備、給湯設備につきま

しては、大規模な改修についてはこれまで

行っていない状況です。ただ毎年その都度
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修繕対応をしておる状況でございます。 

 今回はこういった形で大規模というか、

入れ替えをさせていただくのですけれど

も、まずやはり入所者の方の健康面という

ものも考えますと、何か起こってから修繕

するということでは遅いわけでございま

す。今回早めの対応をしていきたいと思っ

ています。 

 その中で天井裏等の配管につきまして

は、点検業者の確認を得た上で、もうしば

らく使用に耐えるというような判断をい

たしました。ただしいつまでもというわけ

にはいきません。また施設の状況について

は引き続き注視しながら対応していきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 内容については分かりま

した。建物管理とか設備管理が、そのファ

シリティマネジメントと関わっていくの

だと思いますけれども、入居している方は

２４時間いらっしゃるので、なかなか辛抱

できるかどうかという課題もあると思い

ます。そういう意味では、今のうちに資産

活用課のほうと調整する必要があれば、各

設備のライフサイクルをしっかりつかん

でいただいて、次期計画に反映できるよう

に臨んでいただきたいと思います。 

 あと１点は要望になりますけれども、納

涼祭のときに保護者も来られておりまし

て、利用者と楽しく懇談されている内容を

毎年拝見させてもらっておるわけですけ

れども、保護者のほうも心配されている部

分があるかと思うので、しっかりその辺は

アナウンスしていただいて、利用者、保護

者ともに喜んでいただけるように、無事故

で工事のほうを進めていただくことを要

望して終わります。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 ほかになければ、以上で

質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２７分 休憩） 

（午前１０時２９分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 議案第７５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 光好委員。 

○光好博幸委員 それでは１１ページの

ところです。介護保険システム改修委託料

ということで、補正予算の計上をされてお

りますけれども、改めて内容についてお聞

かせください。 

○森西正委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 光好委員のご質問

にお答えいたします。 

 システム改修費の内容についてでござ

います。 

 今回のシステム改修の内容は、介護保険

制度の３年に１度の改正に伴うものでご

ざいます。令和３年度から令和５年度の３

年間、第８期の介護保険制度の改正に対応

する改修でございます。 

 例えば介護報酬単価が変わりますので

その改定ですとか、更新認定者の認定有効

期間の上限が延長されるということで、こ

れは状態が安定されている方に対して有

効期間の上限が延長されるとか、そのほか

には国の税制改正への対応などでござい

ます。 

 技術的にはプログラムの改修と、それに

伴うＳＥ、つまり技術者の人件費等でござ

います。 

 以上でございます。 
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○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 ありがとうございます。

おおむね理解いたしました。 

 先ほどのお話で、３年に１回ということ

でいきますと、そもそもこの年に、このシ

ステム改修があるということが想定でき

ていたのかなという気がするんです。なぜ

その補正予算で上がってくるのかという

か、当初予算に入ってないというか、その

あたりの関係性も教えていただけますで

しょうか、お願いします。 

○森西正委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 お答えいたします。 

 令和３年度当初予算で計上していくと

いう方法もございましたが、令和２年度の

当初予算時点におきましては、まだ国の方

針が未決定の内容もございまして、システ

ム会社から正確な金額の見積書を頂くこ

とができなかったということでございま

して、例えば令和２年度当初予算で計上し

てしまいますと、過大な予算を計上してし

まうことにもなりかねませんので、ある程

度は国の内容が出てきた段階での、この夏

にほぼ方針が固まってきたということで

ございますので、今回の定例会での補正予

算の計上とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 光好委員。 

○光好博幸委員 内容を理解いたしまし

た。 

 国の方針等々がいろいろと時期的なこ

ともあろうかと思いますので、適宜判断し

ていただきまして、適切な対応をお願いし

たいと思います。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 介護保険システムの改

修が３年に１度ということで、今回が最終

年になるのかなと思うのですけれども、こ

の基金積立金、この下の段にあります中に、

介護保険給付費準備基金積立金について、

幾らか貯まってきていると思います。ちょ

っと今資料を持ってくるのを忘れたので

金額ははっきり言えないのですけれども、

その積立てと、それからまた今後は保険料

がまた見直しされる時期なのかなとも思

いますので、その辺の今後の保険料の見込

みですが、どのようになっていくのか。 

 摂津市も６５歳以上の年齢が２５％を

超えて、２６％にもうちょっとで届くよう

な勢いでもありますので、今後の見通しも

ありますけれども、取りあえずは今回の直

近の中で、今後は保険料がどのようになっ

ていくのか、分かる範囲で教えていただき

たいと思います。 

○森西正委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 福住委員のご質問

にお答えいたします。 

 補正予算書の１１ページで、基金積立金

ということで７６万７，０００円を計上さ

せていただいております。 

 それでこれによりまして基金の残高で

ございますが、令和元年度末の確定額が約

６．３億円、円単位で申しますと６億３，

１１３万６，５７３円となっております。 

 ですが、令和２年度の当初予算での取り

崩しなどを加味しますと、現時点での現在

高は約５．８億円、円単位に直しますと５

億７，８５９万１，２６６円と見込んでお

ります。 

 次に、第８期の介護保険料の見込みでご

ざいますけれども、現在第８期の計画を策

定中でございまして、介護保険料が幾らと

いうことは申し上げられませんが、現在、

基準額が月額で５，７９０円ということも
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ありますけれど、今後は後期高齢者人口が

伸びてくるということもございますので、

保険料に影響を与えますのが高齢者人口

の伸びですので、特に後期高齢者人口の伸

び、それに伴う介護給付費の伸びでござい

ますので、５，７９０円を上回ってくるの

ではないかと見込んでおります。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 ありがとうございます。 

 高齢者の皆さんにとっても、やはりこれ

はかなり大きな負担になって、予想はして

いてもやっぱりつらいものでありまして、

特に今回は新型コロナウイルスの感染で、

収入が減っている高齢者の方もいらっし

ゃるかと思います。 

 保険料の減免制度というのがあります

けれども、こういったことがさらに多くの

方に、この負担がかかってくることも今後

は想定しながら、保険料については市の中

でも検討していただければなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今、福住委員のほうから

も高齢者の負担が非常に大きくなるとい

うことで、保険料第８期の分についてご指

摘があったわけでございますけれども、私

もその辺は大変心配しているところです。 

 今、課長のほうからもお話があったよう

に、摂津市の基準額は５，７９０円、１か

月ということですが、これは北摂の各市と

比べて一番安いというわけではないので

す。 

 箕面市が５，７００円、それから茨木市

は５，３００円ということで、もっと低く

抑えているところもあるわけです。 

 それで今までは、前年の第７期の基金を

全て取り崩して第８期に入れて、それで第

８期の保険料引き下げに使うと、今回だっ

たらそうするという形で考えてこられた

と思うのですが、私も一般質問で何回かご

指摘させていただいたように、第７期の次

の年度へ、保険料の引き下げに使う基金の

残高というのは、あくまで最後の１年の分

を出さない、今の段階で考えるわけです。 

 先ほどおっしゃっていた令和元年度末

の基金を保険料引き下げのために使うと

いうことになると思うのですが、今の令和

２年度末の基金というのが幾ら残ってい

るかというのは、まだ今でははっきりした

数字は分からないと思いますけれども、あ

る程度の見通しというのは立つと思うん

です。 

 それでここで前回は３億円も１年間で

大きく基金が引き上がって、その３億円は

次の保険料引き下げには使われないまま、

宙に浮いたような形になったということ

でご指摘させていただいたわけなんです

けれども、やはり今回はそういう前回の経

験も踏まえて、今、福住委員もおっしゃっ

ていました、高齢者の負担というのは非常

にふえていると、そういうことも踏まえて、

どのように引き下げをできるような形の

財源を考えておられるのかということを

一つ教えていただきたいと思います。 

 もう一つ、介護保険料引上げに絡んでの

要因としては施設整備です。 

 本当はもちろん高齢者の皆さんが入れ

る施設というのはふやしていただきたい。

これはもちろん私たちも願っていること

なんですけれども、しかし何度も計画上は

その施設をつくっていくんだということ

が盛り込まれ、そのサービス費が計上され

ることで予算としては膨らんで、これが保
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険料に決定する中で、引上げ材料としてず

っときたわけです。ところがその期の間に、

結局はちゃんと整備ができなかったとい

うようなことが起きてくるわけです。 

 それで今回の第８期に向けて、また同じ

ようなことを繰り返して、保険料がただ引

き上がったということにならないように

していただきたいと思いますが、この２点

についてどうお考えか、お聞きしたいと思

います。 

○森西正委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 増永委員のご質問

にお答えいたします。 

 保険料と基金の関係ということでして、

今は第８期の計画を策定中で、今後年末に

かけては令和２年度の決算見込みを出し

ていくということでございます。 

 それで現状、給付費ですけれども、高齢

者が新型コロナウイルス感染症の影響で、

緊急事態宣言以降ですが、デイサービスな

ど高齢者が自主的に自粛しているという

こともございまして、計画値までなかなか

伸びないだろうと。給付費の見通しが、現

在もそうなんですけれども、なかなか見通

せないと。今後も第８期に向けても、我々

は必要な方は必要なサービスを使ってい

ただきたいと思っておりますが、なかなか

高齢者自身が新型コロナウイルス感染症

の関係でなかなか利用ができないという

現状もございますので、ちょっと第８期の

給付費が難しいなと思っております。 

 ただ令和２年度の決算見込みなども考

慮しまして、基金の取り崩しに関しまして

は、できるだけ多くの基金を取り崩して、

介護保険料の上昇を抑制したいという基

本的な考え方は持っておりますので、今後

は検討していきたいと考えております。 

 次に、施設整備ですけれども、委員がお

っしゃるように施設整備もなかなか地域

密着型の施設を計画では立てておるんで

すけれども、なかなか課題が多くて、実際

に建設がされていないという現状もござ

いますので、これがなぜできないのかです

が、事業所の方ともヒアリングを行いなが

ら、これを第８期にどう見込んでいくのか

というのは今後の課題だと思っておりま

すので、第８期の計画の中で検討してまい

りたいと思っております。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 そうですね、本当に新型

コロナウイルス感染症の影響も非常に大

きいと思いますので、しっかりとそこの辺

は見据えていただいて、高齢者の皆さんは

本当に大変な中ですので、年金から天引き

されてしまって、生活がもうやっていけな

いというようなことにならないように、ぜ

ひとも施設のことも含めて、しっかりとし

た検討をし、できるだけ保険料の上昇を抑

制していただきたい。 

 それともう一つは、やっぱり新型コロナ

ウイルス感染症のときですから新型コロ

ナウイルス感染症に係る減免措置という

のも、介護保険でもありますけれども、こ

れもしっかりお知らせいただくというこ

とが非常に大事だと思いますので、新型コ

ロナウイルス感染症に係る介護保険の減

免は遡って支給がされるので、今からでも

新型コロナウイルス感染症の始まった頃

からということでやっていただけると思

うので、ぜひ徹底して今からでも周知をし

ていただきたいと思います。 

 そして来年度、仮に特例みたいな形でで

も、新型コロナウイルス感染症のこの影響

がまだある中の保険料設定ですから、上げ

ないという、そのためには何か特別な手だ
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てを取るということも一つの方法だと思

いますので、ぜひお考えいただきたいと思

います。要望といたします。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、基金積立金の件

と一般会計の繰出金のことでお伺いした

いと思います。 

 まず積立金に関しましては、各委員のほ

うからもご質問がございましたけれども、

介護保険の費用全体の総予算が７２億円

という、これもすごい数字になってきてい

ると思います。 

 保険料は年間何回かの納付であったり、

施設のほうの支払いとかもあって、その資

金運用ですが、非常に大変な中、ご尽力い

ただいていると思うのですけれども、この

基金自体、総予算の７２億円に対して例え

ば何割までとか、そういう取り決めみたい

なのがあるのかどうかと、今の基金残高は、

先ほど約５億８，０００万円と答弁してい

ただきましたけれども、それで十分なのか

どうかですが、１点お伺いしたいなと思い

ます。 

 それからもう一つ、一般会計の繰出金で

すけれども、例年この時期に補正予算を組

んでやっておられるのかどうか。それから

積立金と、それから繰出金ですが、これの

バランスについて分かる範囲でお答えい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○森西正委員長 真鍋課長。 

○真鍋高齢介護課長 水谷委員のご質問

にお答えいたします。 

 積立金ですけれども、令和２年度の当初

予算で７０億円を超えているという予算

を計上させていただいております。 

 準備基金は介護保険財政の安定な運営

のためのものということで、保険給付と保

険料収入の実績に応じて、剰余金の積立て

とか、不足額を取り崩すというようなもの

でございますので、実際にはその年度、年

度で調整していくということになります

ので、具体的な取り決めとかルールはござ

いません。 

 それで約５．８億円が十分かというご質

問ですけれども、この分は今までよりは多

く積み立てられておりますので、保険料に

還元していくということで考えておりま

す。 

 それで次に繰出金ですが、一般会計の繰

出金が今回も補正予算で計上させていた

だいておりますけれども、積立金のバラン

スですが、繰出金については歳出に対して

それぞれ国費とか府費とか、財源の割合が

ありますので、それに対して一般会計で負

担していただくものでございます。 

 それでここで一般会計に繰り出しをし

て、一般会計にお返しをするわけなんです

けれども、これは令和元年度決算で一般会

計から負担する以上に頂いておったとい

うことで、返すものでございますので、基

金とのバランスでいいますと、繰出金、つ

まり返す額が少なくなれば、積立金へ積む

額が多くなったりとかいうことはござい

ます。 

 以上でございます。 

○森西正委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 積立金の件につきまして

は総予算、またその年の利用状況、今後の

見通しを踏まえて、それなりの根拠を持っ

て臨まれている様子がよく分かりました。 

 ２０２５年には３割の方が、６５歳以上

の高齢者の方に差しかかっていきます。 

 それで私ごとですけれども、我が家も家

族が週に４回、デイサービスとかを利用さ



- 12 - 

 

せていただいて、請求金額とかをいつも見

ているんですけど、利用者の負担と、それ

から公費に充てられている部分のバラン

スを見たら、どんどん高齢者の方がふえて

いくということは、やっぱり市で抱える部

分というのもますます大きくなっていき

ますし、もしもう継続できませんとかにな

ったら、本人も家族もこれは大変なことに

なるなと、ほぼ毎日危機感を持って臨んで

おりますので、安定運用ができるように、

しっかり取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 さきの質問にも、答弁にもありましたけ

ど、今年はちょっとイレギュラーで、新型

コロナウイルス感染症によって各施設の

ほうも施設運営に非常に苦慮されている

んじゃないかなと思います。 

 施設によっては財務会計にコンサルタ

ントがいて、アドバイスを受けられる施設

はいいと思うのですけれども、小規模でな

かなか財政運営まで及ばないという施設

も、ひょっとしたらあるかも分かりません。

それは大体、こちらからご覧になったら確

認できると思うんですけれども、そういう

ところに対しては前もってしっかり手を

差し伸べていただいて、安定運営ができる

ように、今年は特に考えていただけたらと

思いますので、よろしくお願いします。 

 あと一般会計の繰出金については、不用

額というか、そういう調整であるというこ

とを理解できました。 

 今後も一般会計との資金、それから利用

者が負担する保険料ですが、この辺をよく

見ていただいて、安定運営ができますよう

によろしくお願いします。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 なければ以上で質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５０分 休憩） 

（午前１０時５２分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 次に、議案第７４号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。ございますか。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今回の国保の補正予算

は保険料還付金ということです。 

 新型コロナウイルス感染症に係る減免

の措置での還付金だと思うのですけれど

も、これについて内容と、それからどれぐ

らいの還付があったのかということにつ

いて、まず教えてください。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは増永委員

のご質問にお答えします。 

 まず、今回の新型コロナウイルス感染症

に係る減免の措置ですが、今年度の新型コ

ロナウイルス感染症の影響を鑑みて、国の

ほうが令和２年５月に国通知により創設

した制度でございます。 

 簡単な内容としましては、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けて、世帯主の事

業収入等が前年に比べて３割以上減少す

る見込みである世帯等に対して、前年の所

得の金額に応じて保険料の減免を行う制

度でございます。 

 現状での申請状況等をご説明します。 

 ６月から８月の申請ベースで申し上げ

ますと、今回の補正予算に係る部分でござ

いますと１９５件で、金額としましては６

５５万４，３４０円の申請適用金額になっ

ております。 

 以上でございます。 
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○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 それはもう既に還付し

ていっているということなのかなと思い

ます。もしくは減免の対象になって、もう

もらわなくていいというような、そういう

ことだと思うのですけど、それだけでは足

りないというようなことも考えての補正

予算ということだと思うのですけれども、

やはり今までになく、たくさんの方々が補

正予算を組まないとあかんぐらいに減免

申請されたということで、非常に国保加入

者に対して新型コロナウイルス感染症の

影響が大きいということが、今回これで非

常に分かるんです。 

 でもこれは３割以上の収入減の見込み

の方ということでないと対象にはならな

いという国の制度ですけれども、そうでな

くてもやはり非常に収入が減ってしまう

という方もいらっしゃると思うんです。３

割まではいってないけれども、そもそもが

低所得であって、それの影響が大きいとい

う方々は、この制度は利用できないという

ことになると思うんです。 

 また高齢者で年金暮らしの方々にとっ

ても、年金は変わらなくても物価が上がり

ます。高いマスクや消毒液を購入せなあか

んとか、ずっとうちにいてることで光熱費

が上がるとか、スーパーに行っても本当に

いろんな食料品も高いとかいうことも含

めて、大変今は厳しい状況に、国保の加入

者の方はなっていると思うんですけれど

も、そういうのに対しては、大阪府共通基

準の今までの新型コロナウイルス感染症

に係る減免の措置であるとか、また摂津市

独自の減免制度というのがあると思うん

です。この利用者についても教えてくださ

い。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは増永委員

のご質問にお答えします。 

 新型コロナウイルス感染症に係る減免

の措置以外の府の共通基準、あるいは市の

独自減免の件数でございます。 

 まず令和２年９月末現在でございます

が、共通基準で申しますと１４０件の申請

で、前年度と比較して７６．５％、独自減

免に関しましては３件、前年度比で７．

３％ということで、かなりの方が新型コロ

ナウイルス感染症に係る減免の措置のほ

うに移行しているという形でございます。 

 以上です。 

○森西正委員長 増永委員。 

○増永和起委員 新型コロナウイルス感

染症に係る減免の措置ができたことで救

われたという方は、新型コロナウイルス感

染症に係る減免の措置のほうが減免率も

大きいですので、それはもうそちらのほう

でやっていただいていいと思うんです。た

だ気になるのは、やはりその新型コロナウ

イルス感染症に係る減免の措置に入らな

かった方々がしっかりとフォローされて

いるのかというところです。 

 府基準は７６．５％ということですが、

市独自の分が３件しかなくて７．３％とい

う、この数字が大変気になります。 

 市の独自基準というのは去年と比べて

どれだけ落ちたかということではなくて、

やはり生活扶助の基準、これの１．１５倍

であるとか、そういう低所得の方々が生活

に困らない、そのために保険料の減免制度

というのをつくっていただいている。そう

いう違う基準のものなんです。 

 ですから新型コロナウイルス感染症に

係る減免の措置とか、府の独自減免みたい

にがくんと下がらなくても、本当にしんど

い中をやりくりしてらっしゃる、そういう
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方々にとって大切な減免制度、これが大き

く減っているというのは本当に気になる

ところですので、摂津市独自の減免制度を

しっかりと守っていただきたいと思いま

す。 

 それでこれから来年度の保険料を考え

ていくことになると思うのですけれども、

今は大阪府のほうが統一、運営方針を変え

ていくに当たって、いろいろと素案も出し

てくる、そういうことも行われているとい

うこともお聞きいたしました。 

 それでこの中で新しい医療費の試算と

いうか見通しを、見込額というものを出し

ているわけなんですけれども、医療費はこ

れぐらい伸びていくだろうというのが、そ

れが前と比べると大きく数字が違うとい

うのも分かってきました。 

 以前は大変な金額になるような、どんど

ん医療費は伸びていくんだ、ふえていくん

だという、そういう見込みだったわけです

が、今回はそれを下方修正しております。 

 これからの仮算定であるとか、それでま

た方針をずっとしてやっていく、そういう

中身についても、この医療費はそんなに伸

びないんだよという下方修正を大阪府が

してきている。それに基づいたちゃんとし

た数字になっているのかということにつ

いてもしっかりと見ていただいて、来年度

の保険料についてもしっかりと物を言っ

ていただきたいと思いますし、今はまだ統

一の形になっていない、その手前の段階で

ありますから、去年、保険料について引き

上げなかった自治体、また引き下げた自治

体、こういう市町村もありますので、この

新型コロナウイルス感染症のときですの

で保険料を上げないということをぜひと

もお願いしたいと思います。要望しておき

ます。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは質問させていた

だきます。 

 今年は例年にない新型コロナウイルス

感染症ということで、先ほど新型コロナウ

イルス感染症に係る減免の措置に関する

件数が１９５件あったとお伺いしており

ます。この件数から見ると市民の方のやは

り減収というのが見込まれるわけで、来年

６月に今年の収入によって保険料の算定

がなされていくと思うのですけれども、保

険料自体がやっぱり減収していく見込み

というのが考えられます。 

 そういう意味で、医療費と保険料とのバ

ランスをどう見ていくかというのが非常

に大事な課題になってくると思うんです

けれども、その点についてどうお考えかお

聞かせください。 

○森西正委員長 森﨑課長。 

○森﨑国保年金課長 それでは水谷委員

のご質問にお答えします。 

 保険料と医療費のバランスということ

のご質問で、先ほど増永委員のほうからの

ご要望にもございましたが、まずは運営方

針が固まり、その中で仮算定で一定の保険

料の高さが示されるかと思います。そこを

一定の基準として、本市としてこれに対し

てどういったことをしていくのか。そこが

一番のポイントでございまして、北摂各市

も含めて、やはりこのコロナ禍の状況にお

いては、やはり保険料の上昇要因というの

はできるだけ避けたいというのが思いで

ございますので、そういったことも国・府

のほうに要望しつつ、保険料の検討をして

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○森西正委員長 水谷委員。 
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○水谷毅委員 はい、内容については理解

しました。 

 現状は完全な統一化のまだ前段階であ

ります。そういう意味で、ある程度、市の

財政でこの調整が利くのであれば減収、今

年は保険料を払うのが大変だった年かも

分からないですけど、来年度は先ほど申し

上げましたように、市としてそのバランス

を取っていく、利用者が大きな負担を感じ

ないように、このかじを取っていくという

時期に入ってくるかと思います。 

 そういう面で安定した運営ができます

ように、また支援ができるように、先手、

先手で考えていただいて、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○森西正委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 なければ、以上で質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２分 休憩） 

（午前１１時３分 再開） 

○森西正委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○森西正委員長 討論なしと認め、採決し

ます。 

 議案第７３号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７４号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 議案第７５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○森西正委員長 全員賛成。よって、本件

は可決すべきものと決定しました。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１１時５分 閉会） 
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